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第１章 本事業の概要 

１．１ 本調査の背景・目的 

 内閣府知的財産戦略本部による「知的財産推進計画 2022」をはじめ、知的財産の創造、権利化、

活用を円滑に進める知財エコシステム1の強化に関する検討、及び環境整備が内閣府、及び特許庁

で進められている。例えば、「知的財産推進計画 2022」の取組方針の 1 つである「スタートアッ

プ・大学の知財エコシステムの強化」では、知財権に加えて知財に関わる研究論文やその研究内

容も含めて、知財に係る情報共有のあり方が検討されている。またスタートアップが主役となる

知財エコシステムの構築が不可欠と想定され、「スタートアップが知財対価として株式・新株予約

権を活用しやすい環境整備」「大学における事業化を見据えた権利化の支援」「スタートアップの

知財戦略の支援サービスのエコシステム化」等の取組施策が整理された。こうした背景のもと、

知財エコシステムの強化や日本のイノベーション競争力向上を目指し、企業等が持つ「知財・無

形資産の更なる活用」に対する期待が益々高まっている。 

 

図 1.1-1 知的財産推進計画 2022実施事項2 

 

そこで本調査では、特許情報を提供又は活用するステークホルダと各ステークホルダ間の関係

性を整理し、特許情報の官民データ共有のあり方、及びその実現方法を検討するため、公開情報

調査を行った上で、各ステークホルダを交えたワークショップを通して特許情報に係る課題・要

望を具体的に把握し、知財エコシステム強化に資する取組についてまとめた。 

なお、本調査で対象とする「特許情報」とは、特許、実用新案、意匠、商標の出願や権利化に伴

って生み出される情報のことを指す。 

 

１．２ 本調査の概要 

 本調査では、特許情報の官民データ共有のあり方を検討するため、図 1.2-1 のステップで調査

を進めた。 

まず、公開情報調査として特許情報の官民データ共有に係る２種の調査を行った。具体的には、

官民データ共有の実例を把握するため、国内外における特許情報又はオープンデータの提供・活

用事例を調査した。併せて現状の特許情報に係る課題・要望を調査した。 

 
1 「知財エコシステム」とは、知的財産を創造し、保護し、活用する循環を示す知的創造サイクルの概念に加 

え、そこから生まれる知的財産を基に、人々が互いに、また、社会に対して好影響を及ぼし、自律的に新たな 

関係が構築され、新たな「知」が育まれ、新たな価値が生み出される、いわば知的財産の生態系を指す。 
2 知的財産推進計画 2022 より抜粋 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2022.pdf 

（2023 年 3 月 9 日アクセス確認） 
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次に、特許情報の提供・活用に関係するステークホルダを集めたワークショップを２回開催し

た。具体的には、第１回ワークショップでステークホルダから現状の知財に係る課題や望ましい

将来像についての意見を幅広く収集した。そのうえで、参加者の関心が高く特許情報に関連した

意見を検討テーマとして抽出し、第２回ワークショップで望ましい将来像を実現するアイデアを

討議しその結果を整理した。各実施事項について下記に記す。 

 

①公開情報調査 

 官民データ共有に係る政策・共創活動事例の調査 

 特許情報の提供、又は活用における課題・要望の調査 

②ワークショップの開催 

 第１回ワークショップの開催（特許情報の現状、及び望ましい将来像の共有） 

 第２回ワークショップの開催（望ましい将来像に向けた実現方法の検討） 

③調査結果を踏まえた官民データ共有のあり方の検討 

 実現アイデアの提案 

 ユースケース図 

 ステークホルダ関係図（将来像） 

 知財エコシステムの将来像に関する提案 

 

 

図 1.2-1 本調査の実施ステップ 
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第２章 公開情報調査 

２．１ 官民データ共有に係る政策・共創活動事例の調査 

２．１．１ 調査の実施概要 

「官民データ共有に係る政策・共創活動事例の調査」では、第１回、及び第２回ワークショッ

プで特許情報の提供・活用アイデアを検討する際の参考とするため、国内外における特許情報又

はオープンデータの提供・活用事例を調査した。ワークショップは将来の特許情報の提供・活用

アイデアを検討するため、調査する事例も先進的な事例が必要と理解し、調査対象を下記のよう

に設定した。 

 

 調査対象国は日米欧中韓。 

 対象期間を 2020年から 2022年の 3年間とし、以下の Webサイトを調査。 

➢ 各国知的財産庁 Webサイト（官民の特許情報提供サービス/活用事例の調査）。 

➢ 各国オープンデータカタログサイト。なお、欧州については、EU、及び公的データの活

用を促進するオープンデータの取組3で TOP10にランクインしている国を対象とした。 

 

調査項目は、ワークショップで特許情報の官民データ共有に係る活用方法を具体的に検討でき

るよう、サービス名称、サービスの提供元、サービス提供に関わる想定利用者、活用情報、及び

提供情報とした。 

 

２．１．２ 特許情報の提供・活用事例 

２．１．２．１ 知的財産庁による特許情報の提供 

 特許情報の官民データ共有事例としてまず、調査対象とした日米欧中韓の五庁と世界知的所有

権機関（以下、「WIPO」と言う）の６つの知的財産庁の特許情報提供サービスについて調査を行っ

た。本調査は、データ共有に係る調査事業であるため、データの提供方法や提供形式を中心に調

査を行った。併せて、特許情報の活用支援機能を特徴的な機能として整理した。 

  

 
3 ODIN2020： (opendatawatch.com) 
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図 2.1.2.1-1 各知的財産庁の特許情報提供サービスに係る比較 

   

日本国特許庁の J-PlatPat は、近傍一致検索機能が提供されている一方、他の知的財産庁では、

J-PlatPat では提供されていない、グラフ表示やランキングのような簡単な分析機能やマイペー

ジ機能が提供されていた。また、米国特許商標庁では、取得形式も 54種から選ぶことが可能とな

っていた。 

 

２．１．２．２ 政府・自治体（官）による特許情報の活用事例  

次に、AI 等の先進的な技術を活用しているなど、官で特許情報を活用している 2 事例を調査し

た。 

 

（１） 人工知能（AI）基盤特許検索システム（韓国） 

 審査官が検索キーワードを入力しなくても、人工知能（AI）が審査対象文書からキーワードお

よび中心となる文章を自動で抽出し、先行技術文献から最も類似した文献を検索して薦めてくれ

るサービス。官である韓国特許庁、及びカカオエンタープライズが主体となって実証実験として

提供している。 
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図 2.1.2.2-1 人工知能（AI）基盤特許検索システムサービスイメージ4 

 

（２） gBizINFO(日本) 

 法人番号や法人名から企業の財務情報や特許情報等の法人活動情報が検索・閲覧できるサービ

ス。官である経済産業省がサービス主体となり、国税庁の法人基本 3情報（商号、又は名称/所在

地/法人番号）や特許庁の特許情報、及びデジタル庁の統一資格有資格者情報等を収集し、各事業

者の活動情報に整理して提供している。データを APIで取得することも可能。 

 

 

図 2.1.2.2-2 gBizINFOサービスイメージ5 

 

２．１．２．３ 民間組織による特許情報の活用事例  

ワークショップで特許情報の活用方法を検討する際に参考となるため、民で特許情報を活用し

ている 4事例を調査した。 

 

（１） 八戒知识产权(八戒知財) （中国） 

 知財の申請から運用を行いたい利用者に対し、代理申請機能や権利維持、運用、弁理士・弁護

士のマッチング機能を提供するサービス。官である中国国家知識産権局の知財申請の情報を活用

 
4 特許庁、審査官対象「AI 特許検索試験サービス」25 日開始

https://www.lcnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=31332（2023 年 2 月 20 日アクセス確認） 
5 gBizINFO 日立製作所プロフィール 株式会社日立製作所 | 7010001008844 | gBizINFO(2023 年 2 月 20 日ア

クセス確認） 
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している。民間のデータ取引事業者である猪八戒股份有限公司では、特許情報を活用し出願の支

援/適切な専門家情報の提供を行っている。 

 

 

図 2.1.2.3-1 八戒知识产权(八戒知財)サービスイメージ6 

 

（２） Insights英策专利分析系统(Insights patent analysis system) （中国） 

 自社の経営戦略の検討や市場動向の分析を行いたい利用者に対して、競合他社、買収先や提携

先の分析のほか、どの企業がよく訴訟を起こすか、特定技術がどのような分野でよく訴訟が起き

ているかといった訴訟リスクも分析するサービス。官である中国国家知識産権局の特許情報、訴

訟情報等を活用している。特許情報分析事業者である苏州工业园区百纳谱信息科技有限公司は分

析サービスのほか、特許管理データベース等の提供も行っている。 

 

 

図 2.1.2.3-2 Insights英策专利分析系统サービスイメージ7 

 
6 八戒知识产权(八戒知財) 

https://tg.ipr.zbj.com/patent/zlsq2/?_union_uid=17588392&_union_itemid=215945&bd_vid=114933927227943

53787 (2023 年 2 月 20 日アクセス確認) 
7 Insights patent analysis system https://www.zhihuiya.com/analysis.html （2023 年 2 月 20 日アクセス

確認） 



                    

  

7 

 

 

（３） TFFI 科创金融综合解决方案(TFFI integrated solutions for science and technology 

finance)（中国） 

 特許情報を活用したい利用者、金融機関や個人投資家に対し、先進的な技術を保有する企業の

技術力等の企業評価レポートを提供するサービス。官である中国国家知識産権局の特許情報を活

用している。情報分析事業者である苏州工业园区百纳谱信息科技有限公司は特許情報、資金調達

情報、資格情報等を活用し企業分析レポートを作成・提供している。苏州工业园区百纳谱信息科

技有限公司は、分析サービスのほか、特許管理データベース等も提供している。 

 

 

図 2.1.2.3-3 TFFI 科创金融综合解决方案サービスイメージ8 

 

（４） 특허가치 추정 서비스(Patent Value Estimation)（韓国） 

 知財を購入したいと考えている事業者向けに、購入を検討している知財の客観的な価値を推定

するサービス。官である韓国特許庁の特許公報や関連分野の特許件数情報等のデータを活用して

いる。民間のデータ取引事業者である KDX Korea Data Exchange のビックデータプラットフォー

ムにあるサービスの１つで、特許の推定価値情報をレポートで提供する。 

  

 
8 TFFI 科创金融综合解决方案 https://www.zhihuiya.com/tffi.html（2023 年 2 月 20 日アクセス確認） 
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図 2.1.2.3-4 Patent Value Estimation サービスイメージ9 

 

２．１．３ オープンデータの活用事例 

２．１．３．１ 政府・自治体（官）によるオープンデータの活用事例  

特許情報の収集、可視化を検討する際の参考となりうる、官によるオープンデータの活用事例

を 4 事例調査した。 

 

（１） 富岳 3776景（日本） 

 一般利用者が、「#fugaku3776」をつけて SNSに投稿した富士山の写真を収集し、Webページ上で

その写真を紹介するサービス。官である静岡県・山梨県がサービス主体として民の「#fugaku3776」

付の画像を収集し、撮影場所の情報とともに富士山画像を提供している。 

 

 
図 2.1.3.1-1 富岳 3776景サービスイメージ10 

 

（２） 官民協働危機管理クラウドシステム（SIP4D利活用システム）（日本） 

 防災関係機関、地域住民、マスメディアに対し、広域的な支援を実現するために必要となる避

難勧告/指示、避難場所開設・運営、人命救助、道路規制・復旧等の防災情報を円滑に共有するサ

ービス。官である防災科学技術研究所が主体となり、各自治体の道路情報や避難所情報等の防災

情報、国土交通省の河川情報、気象情報等を変換・統合し、共通の防災情報として提供している。 

 
9Patent Value Estimation  https://www.zhihuiya.com/analysis.html （2023 年 2 月 20 日アクセス確認） 
10 富岳 3776 景 http://fugaku3776.okfn.jp/ (2023 年 2 月 20 日アクセス確認） 
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図 2.1.3.1-2 官民協働危機管理クラウドシステムサービスイメージ11 

 

（３） RESAS（日本） 

 自治体が、経済循環や産業構造等のデータを地図上にビジュアライズ化し、地域の経済状況や

他地域との関連性等を確認・分析できるサービス。官である内閣府地方創生推進室ビッグデータ

チーム、及び経済産業省地域経済産業調査室がサービス主体となり、総務省の国勢調査や厚生労

働省の人口動態調査等の地域経済統計情報を活用して経済状況や他地域の関連性等の情報を提供

している。 

 

 

図 2.1.3.1-3 RESAS サービスイメージ12 

 

（４） エレクトリカル・ジャパン（日本） 

 自治体、教育機関、一般利用者に対し、電力供給（発電所の分布マップ）と電力消費を「見える

化」し、シミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるサービス。官で

ある国立情報学研究所がサービス主体となり、全国の発電所情報や電力消費量、国土交通省の国

土数値情報等を活用し、発電所の分布、電力使用状況の「見える化」情報等を提供する。 

 

 
11  SIP4D 利活用システム https://ecom-plat.jp/k-cloud/group.php?gid=10175 （2023 年 2 月 20 日アクセス

確認） 
12 RESAS  地域経済循環図 / グラフ - RESAS 地域経済分析システム （2023 年 2 月 20日アクセス確認） 
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図 2.1.3.1-4 エレクトリカル・ジャパンサービスイメージ13 

 

２．１．３．２ 民間組織が官のオープンデータを用いた事例  

 ワークショップで特許情報の可視化、分析の活用事例を検討する際に参考となると想定される

民による官のオープンデータ活用事例を 6事例調査した。 

 

（１） Kunta3D（フィンランド） 

 自治体が街を 3D化して都市計画の進捗状況を公開できるほか、一般市民が地図上に直接コメン

トや画像を付記できるようにすることで、市民から都市計画に対する直感的な意見や提案を受け

取れるサービス。官であるフィンランドの環境省や各自治体から提供される国土情報や都市計画

情報等を活用している。 

 

 

図 2.1.3.2-1 Kunta3Dサービスイメージ14 

 

 

 
13 エレクトリカルジャパン http://agora.ex.nii.ac.jp/earthquake/201103-eastjapan/energy/electrical-

japan/ （2023 年 2 月 20 日アクセス確認） 
14 Kunta3D https://s3dmaps.appspot.com/Map.html?locale=en （2023 年 2 月 20 日アクセス確認） 
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（２） Thinknum（米国） 

 投資家に対し、これまで扱えていなかった企業の関連情報（従業員の募集状況、SNSフォロワー

数、オープンデータ等）を Web 上で独自に収集し、分析レポートやツールとして安価に提供する

サービス。官であるアメリカ合衆国商務省の国勢調査、アメリカ海洋大気庁の気象情報を活用し

ている。Thinknum は関連情報を収集し企業ごとに視覚化されたデータに加工して提供している。 

 

 

図 2.1.3.2-2 Thinknumサービスイメージ15 

 

（３） VendorRank（米国） 

 政府の請負業者のパフォーマンスや情報を共有し比較できるサービス。官である米連邦政府が

オープンデータとして公開している政府請負業者との契約に関するデータを活用している。

VendorRankでは具体的には事業者ごとの政府機関との契約実績、業績プロファイル（競争力、顧

客への忠誠心、価格設定の正確さ、経験）、政府機関からの評価等を提供している。 

 

 

図 2.1.3.2-3 VendorRank サービスイメージ16 

 

 

 
15 Thinknum Datasets https://www.thinknum.com/datasets （2023 年 2 月 20 日アクセス確認） 
16 総務省「オープンデータ活用事例集」（平成 31 年 3 月） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000618053.pdf （2023 年 2 月 20 日アクセス確認） 
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（４） 税金はどこへ行った？（日本） 

 国内居住者向けに、支払った税金の 1 日あたりの使い道を知ることで公共サービスの受益と負

担の関係を明示するサービス。官であるつくば市等の地方自治体の一般会計データを活用してい

る。オープンデータ活用の代表的事例で Open Knowledge Founation Japanが自治体名と年収に応

じた税金の利用用途と金額を提供している。 

 

 

図 2.1.3.2-4 税金はどこへ行った？サービスイメージ17 

 

（５） Urp（韓国） 

 患者向けに、難しい医療用語についてユーザの属性・理解度に合わせて情報を提供するサービス。

官である食品医薬品安全省のオープン API を活用している。HD メディ社は医薬品情報について、

ユーザにわかりやすい表現で情報提供している。 

 

 

図 2.1.3.2-5 Urpサービスイメージ18 

 

 

 
17 税金はどこへ行った？つくば市版 The Daily Bread - 税金はどこへ行った？ (spending.jp) （2023 年 2 月

20 日アクセス確認） 
18 URP アプリ説明  https://www.hdmedi.co.kr/ （2023 年 2 月 20 日アクセス確認） 
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（６） PECO navi TOKYO（日本） 

 キッチンカー事業者に対し、都内 1 万㎡以上の建築工事現場の人口予測を行い、キッチンカー

の出店ニーズを評価するサービス。官である東京都都市整備局の標識設置届（工事現場）のデー

タを活用している。戸田建設株式会社が東京都ハッカソンで作成したサービスで、キッチンカー

の出店ニーズを分析・提供する。 

 

 

図 2.1.3.2-6 PECO navi TOKYO サービスイメージ19 

 

２．１．３．３ 民間組織がオープンデータを用いた事例  

ワークショップで特許情報の分析、マッチングの活用事例を検討する際に参考となると想定され

る民間のオープンデータ活用事例を併せて 2事例調査した。 

 

（１） Next Rise（韓国） 

 韓国、及び海外の大手企業が事前に各社のオープンイノベーションに関する課題を出題し、ス

タートアップ企業がソリューションを提案する形式で、個別企業のビジネスマッチングを行うイ

ベント。韓国貿易協会（KITA）、及び韓国産業銀行（KDB）が主催で 2021 年 6 月 28～29 日にオン

ラインとオフラインで開催した。 

  

 
19 都政の構造改革推進チーム https://note.com/kouzoukaikaku/n/n6e1ee0f79033 （2023 年 2 月 20 日アクセ

ス確認） 
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図 2.1.3.3-1 Next Riseサービスイメージ20 

 

（２） Path Check（米国） 

 COVID-19の感染拡大を防止するため、市民の感染者との接触、ワクチン接種情報等を収集、疫

学的に分析し、パーソナライズして個人に通知するサービス。PathCheck Foundationが Githubで

アプリのプログラム情報も提供している。 

 

 

図 2.1.3.3-2 Path Check サービスイメージ21 

 

２．１．４ 調査の結果総括 

 官民データ共有に係る政策・共創活動事例の調査として、国内外における特許情報又はオープ

ンデータの提供・活用事例を調査した。 

 特許情報の官民データ共有の事例としてまず、日米欧中韓の五庁、及び WIPO の特許情報の提供

方法を調査した。日本国特許庁の J-PlatPat は近傍一致検索の機能を提供している一方、他海外

庁ではグラフ表示やランキングのような簡単な分析機能やマイページ機能など豊富な機能が提供

されていることが分かった。 

 次に、特許情報の活用事例のほか、オープンデータの活用事例を調査した。特許情報の活用に

おいても AI等の先端技術を活用した国外事例が存在したほか、特に情報の比較・可視化の技術を

 
20 JETRO「スタートアップのマッチング支援「Next Rise」開催」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/be6522be9f56e447.html (2023 年 2 月 20 日アクセス確認) 
21 PathCeck  https://www.pathcheck.org/en/our-technology/ （2023 年 2 月 20 日アクセス確認） 
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活用したオープンデータの事例が複数確認された。各事例はワークショップの参考情報として活

用した。 
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２．２ 特許情報の提供、又は活用における課題・要望の調査 

２．２．１ 調査の実施概要 

第１回ワークショップで検討する現状の特許情報に係る課題・要望の参考とするため、「特許情

報の提供、又は活用における課題・要望の調査」を行った。調査は、「特許情報提供サービスに関

する調査報告書」の各年度の報告書、「スタートアップが直面する知的財産の課題に関する調査研

究報告書」、及び弊社独自で過去に実施した「知財に係るインタビュー結果」を対象に実施した。

調査結果は、知財エコシステムの区分である「知的財産の創造」、「知的財産の権利化」、「知的財

産の活用」のいずれに関する課題・要望であるか、又は全体に係るものかについて整理した。 

ワークショップにて、特許情報の活用に係る現状の課題を検討する際に、どの立場の者がどの

ような課題・要望を持っているかを把握するため、「課題・要望の内容」を調査対象から抽出した。 

 

２．２．２ 調査の実施結果 

「特許情報提供サービスに関する調査報告書」の各年度の報告書、「スタートアップが直面する

知的財産の課題に関する調査研究報告書」、及び独自で実施した「知財に係るインタビューの結果」

から 252 件の課題・要望を抽出した。抽出した課題・要望は、知財のサイクルのどの区分にあた

るかを分類したうえで、各区分の課題・要望の傾向を整理した。 

調査した文献は、主に特許情報を加工・分析して提供する事業者や企業の知財関係部署等を調

査対象としていたため、課題・要望は「知的財産の権利化」や「知的財産の活用」に関するものが

多い結果となった。 

 

 

図 2.2.2-1 知財に係る課題・要望の結果概要 

  

知財の各区分の課題について、課題・要望の傾向、具体的な課題・要望の内訳をまとめた。 

 

（１）知的財産の創造 

 「知的財産の創造」では、研究や技術開発の中心である研究者・技術者が自身で特許情報の調

査をすることで、知財部門職員の負担が減り、研究者・技術者がより早く自身の研究・技術価値

を把握できるようになることが望まれていた。 
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図 2.2.2-2 知的財産の創造に係る課題・要望の結果概要 

 

（２）知的財産の権利化 

 「知的財産の権利化」では、権利化の判断を行うのが経営層であるため、経営層が知的財産を

重視し権利化を推進できるような知財リテラシーの向上のほか、特許性の判断の支援等も望まれ

ていた。 

 

 

図 2.2.2-3 知的財産の権利化に係る課題・要望の結果概要 

 

（３）知的財産の活用 

 「知的財産の活用」では、自社の知的財産を活用するという観点よりも、他社の知的財産を活

用するという点からの課題・要望が多く、公開されづらいライセンス情報の提供が望まれていた。 
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図 2.2.2-4 知的財産の活用に係る課題・要望の結果概要 

 

（４）共通 

 対象とした調査報告書の目的が主に特許情報提供サービスに関する調査であり、回答者には特

許情報を加工・分析して提供する事業者が多かったこともあり、J-PlatPatや商用サービスに対す

る機能強化の要望が確認された。併せて、知財エコシステム全般に係る人材の育成や、各区分で

相談できる知財専門職のコンサルティングサービスの充実が望まれていた。 

 

 

図 2.2.2-5 共通の課題・要望の結果概要 

 

２．２．３ 調査の結果総括 

 特許情報の提供、又は活用における課題・要望の調査として、特許庁の報告書や独自に実施し

たインタビュー結果から、現在の特許情報の課題・要望が 252件抽出された。 

 知財エコシステムの各観点に対する課題・要望もあったが、知財エコシステム全体に係る課題・
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要望が最も多くなった。具体的には、特許情報の難解性や検索の難しさに起因して知財リテラシ

ーの向上やサービスの利便性の向上が求められていた。 
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第３章 ワークショップの開催 

３．１ ワークショップの目的と開催概要 

本調査では、特許情報の官民データ共有のあり方に係る課題・要望の具体化、及び様々な観点

からの実現方法の検討を行うべく、関係するステークホルダを一堂に集めてワークショップ形式

で意見を出し合い、相互理解を深めながらアイデアの共創を行う手法で調査を進めた。 

ワークショップについては、特許庁、及び株式会社日立製作所（以下、「事務局」）で、ワークシ

ョップ開催計画の立案、参加者の選定を行った。 

 

３．１．１ ワークショップの開催計画 

 ワークショップは、参加者の負担や開催期間等を考慮しつつ、十分な検討が行えるように２回

に分けて開催することとした。第１回ワークショップでは、参加者から幅広く自由な意見を引き

出すことに留意して、特許情報に係る現状の課題と望ましい将来像について検討を行うこととし、

第２回ワークショップでは、第１回ワークショップで創出された望ましい将来像の実現に向けた

具体的な実現手段を検討することとした。ワークショップの開催計画を図 3.1.1-1に記す。 

 

 

図 3.1.1-1 ワークショップの開催計画 

 

３．１．２ ワークショップ参加者 

ワークショップ参加者は、知財エコシステム（知財の創造・権利化・活用）に関わる主要なス

テークホルダから選定を行った。ワークショップ参加者の区分と参加者数を表 3.1.2-1 に記す。

第１回ワークショップでは様々な観点から広く意見を収集することを重視し、事業者の他、知財

保有者、知財活用者、及び知財専門職も含めて幅広い構成とした。第２回ワークショップでは、

具体的な実現方法の検討を行うことを重視し、情報分析事業者、マッチング事業者を中心とした

構成とした。また、技術的な検討も可能となるよう、AI等の先端技術を保有する事業者にも参加

頂いた。 
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図 3.2.1-1 第１回ワークショップのテーマと検討手順 

 

 

図 3.2.1-2 第１回ワークショップのスケジュール 

 

第１回ワークショップには、図 3.2.1-3 に記す２２名が参加し、各ステークホルダがおおよそ

均等に分かれるように配慮した上で、２つのグループ（グループ A、グループ B）に分けて討議を

行った。 
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図 3.2.1-3 第１回ワークショップの参加者 

 

なお、参加者には事前に詳細説明会を行い、本調査とワークショップの概要、目的を説明した

上で、検討テーマや検討手順等を伝えた。また、当日の議論を円滑に進めるため、「知財を取り巻

く社会環境に関する現状課題の認識」、「特許情報の共有・提供に関する望ましい将来像」の２点

についての意見の検討を事前課題として依頼した。 

 

３．２．２ 第１回ワークショップの実施結果 

第１回ワークショップで参加者から出された意見や検討結果の共有のために用いた検討フレー

ムワークイメージを図 3.2.2-1 に記す。横軸に知財エコシステムの大きな流れを置き、縦軸下部

にテーマ①「新たな価値創出に向けた知財業界の現状課題」、縦軸上部にテーマ②「特許情報の共

有・提供に関する望ましい将来像」を配置することで、知財エコシステムのどこに課題が多いと

感じているのか、どの場面の将来像なのかが一目で分かるように整理し、参加者全員と共有しつ

つワークショップを進めた。 
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図 3.2.2-1 第１回ワークショップの検討フレームワークイメージ 

 

参加者から、テーマ①現状課題（図 3.2.2-1 の黄色付箋部分）について 114 件の意見をい

ただき、テーマ②望ましい将来像（図 3.2.2-1 の青色付箋部分）について 44件の意見をいた

だいた。なお、その他参考情報等は 199 件（図 3.2.2-1 の灰色付箋部分）であった。全観点

に共通する意見も多くあったため、「知的財産の創造」「知的財産の権利化」「知的財産の活用」

の 3観点に「共通」という観点を追加し、意見を整理した結果を表 3.2.2-1に記す。 

表 3.2.2-1 では、テーマ①、テーマ②、及びその他参考情報の意見に対して、KJ 法22を用

いて意見をグルーピングし、参加者の関心度が分かるように類似意見の件数を掲載している。

なお、グルーピングした意見の概要を見出しとして整理し、関連した意見を箇条書きで整理

している。 

  

 
22 KJ 法とは、一箇所に集められた多くの情報に対してグルーピング、ラベリング、図解化、文章化という手順

を踏むことで、本質的問題の特定や新たな問題解決策の発見、革新的アイデアの創出等を実現させることが出来

る創造的問題解決技法や創造性開発技法の 1 つ（出典：KJ法とは？メリットやデメリット、実施方法をご紹介 | 

BizHint（ビズヒント）- クラウド活用と生産性向上の専門サイト 
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 「知的財産の創造」の観点では、知財エコシステムの循環を促進するには活用方法をあらかじ

め見据えた上で知的財産の創造・権利化を進める方針に転換していくことが重要であるという意

見の他、AI技術による発明創出への対応課題に関する意見が多く見られた。 

「知的財産の権利化」の観点では、AI等の先端技術を用いた出願、権利化手続の効率化を期待

する意見が多く見られた。 

「知的財産の活用」の観点では、知財の活用にあたって保有者と活用希望者をもっとスムーズ

につなぐ必要がある点等で多くの意見交換がなされた。 

また、そもそも特許の内容を読み解くことの困難さや、国内外の特許情報がデータとして統一

されていない点、IPランドスケープというツールではなく、特許情報を分析することのメリット

やその方法の周知、共有がそもそも必要である点や、検索方法が複雑で専門家の支援が必要とな

る点等、どの観点でも課題となる共通的な意見も多く見られた。 
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３．３ 第２回ワークショップの開催 

３．３．１ 第２回ワークショップの実施概要 

第２回ワークショップでは、第１回で挙がった意見に対し、必要となる実現アイデアを具体的

に検討するため、特許情報の活用・提供に関わるステークホルダを中心に、特許情報の官民デー

タ共有と実現手段について意見交換を行った。検討テーマと検討観点、及びスケジュールを図

3.3.1-1、図 3.3.1-2に記す。 

第１回ワークショップで行われた検討内容、関心度の高さから、「知的財産の創造」の観点では

「活用ファースト」の考え方、「知的財産の権利化」の観点では「出願のスマート化」、「知的財産

の活用」の観点では「マッチング」が重要な分野であると捉え、検討テーマの設定を行った。ま

た、知財に関する共通的な課題として、「分析」「内容理解」「技術調査」が重要な検討分野である

として、これらも検討テーマとすることとした。 

これら６つの検討テーマについて、より具体的な検討が行えるよう、テーマ横断の観点として、

「どのような特許情報がどのように提供されるべきか」という大観点と、「官民データ連携」、「デ

ータフォーマットの標準化」、「AI等の先端技術の利用」、「想定ユーザ」の小観点を設けることと

した。 

なお、テーマ数が多く、検討がワークショップの時間内に収まらない可能性も考慮し、「技術調

査」、「マッチング」、「分析」は検討必須とし、「出願のスマート化」、「内容理解」、「活用ファース

ト」は、時間に応じて検討を実施することとした。 

 

 

図 3.3.1-1 第２回ワークショップの検討テーマとその分類、及び検討観点 
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図 3.3.1-2 第２回ワークショップのタイムスケジュール 

 

第２回ワークショップにおいても、各ステークホルダが均等に分かれるように配慮しつつ、参

加者を２グループに分けた。当日は図 3.3.1-3の 20名が参加した。 

 

 

図 3.3.1-3 第２回ワークショップの参加者 

 

開催にあたっては、第１回ワークショップと同様に、参加者全員に対してテーマや検討手順等

を事前に説明する詳細説明会を実施した。また、当日の議論を円滑に進めるため、第２回ワーク

ショップの各検討テーマについて、「現状実現している部分」と「今後検討が必要な部分」に分け

て、事前に参加者から意見を収集する事前課題を依頼した。 
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３．３．２ 第２回ワークショップの実施結果 

第２回ワークショップでは、６つの検討テーマについて、望ましい将来像の実現アイデアと実

現方法を共有した。検討、及び結果共有のために使用したフレームワークとアイデアシートを図

3.3.2-1に記す。共有されたアイデアが近しいかどうかは、フレームワーク上のシートの距離で見

える化し、アイデアのブラッシュアップが図りやすいよう工夫しながら検討を進めた。また、官

民データ共有の観点から、特許情報、非特許情報のどちらに関するアイデアかが分かりやすいよ

う、上下に軸を設けている。アイデアシートについては、アイデアだけでなく実現方法の検討要

素となる「何を」「誰が」「どのように」が参加者と共有できるフォーマットとしている。なお、ア

イデアに対する他参加者からの意見や参考情報は別途付箋でアイデアシートの周りに貼り、どの

ように意見が検討されていったかを見える化した。 

 

 

図 3.3.2-1 第２回ワークショップの検討フレームワークとアイデアシート 

 

それぞれのテーマに関して、各グループで挙がった意見と検討内容を表 3.3.2-1に記す。 
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図 4.1-1 官民データ共有に係る実現アイデア 

 

４．２ 官民データ共有のあり方の将来像 

実現アイデアを基に、実現アイデアの実現イメージとしてのユースケース図、実現アイデアと

ステークホルダの関係性を表したステークホルダ関係図、実現アイデアと知財エコシステムの関

係性を表した知財エコシステムの将来像に関する提案を整理した。 

 

４．２．１ ユースケース図 

 実現アイデアに示された特許情報の提供・活用方法を具体的にイメージできるようにするため、

ユースケース図を整理した。本調査は、特許情報の官民データ共有に関する検討を目的としてい

るため、ワークショップで得た意見のうち、特許情報の提供・活用に係るものかつ、官民データ

共有に係るものを中心に、ワークショップで出た特徴的なアイデアを 7事例整理した。 

ユースケース図の整理に際しては、実現アイデアが共有された背景、解決方法、補足とともに、

ユースケースの説明とイメージを作成した。以下に各ユースケースを示す。なおユースケース内

のアイコンの色は、黄色が人、緑色が情報、青色が技術、ユースケースのポイントを赤で区別し

た。 

 

（１） AIを活用した検索 UI、サービスの実現(実現アイデア No.3) 

 「AI を活用した検索 UI、サービスの実現」に際しては、専門知識が必要な特許情報について、

専門知識がなくとも平易な言葉で、対話型で相談しながら検索できることが特徴となっている。 
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図 4.2.1-1 AIを活用した検索 UI、サービスの実現 

 

（２） 検索結果のレコメンド機能の提供(実現アイデア No.6) 

 「検索結果のレコメンド機能の提供」に際しては、個人のノウハウが必要な特許情報の検索に

おいて、類似文献のレコメンドを受けることで知見の有無に関わらず効率よく調査が進められる

ことが特徴となっている。 
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図 4.2.1-2 検索結果のレコメンド機能の提供 

 

（３） 需要側の関心度が見える仕組みの構築(実現アイデア No.9) 

 「需要側の関心度が見える仕組みの構築」に際しては、知財の関心度が可視化されることで、

知財保有者が出願・公開に意欲的になることが特徴となっている。 

 

 
図 4.2.1-3 需要側の関心度が見える仕組みの構築 
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（４） 特許庁審査官の審査方法の形式知化(実現アイデア No.16) 

 「特許庁審査官の審査方法の形式知化」に際しては、事前に審査官のポイントを確認し権利化

しやすい技術や表現に修正することで、権利化まで効率的に進めることが特徴となっている。 

  

図 4.2.1-4 特許庁審査官の審査方法の形式知化 

 

（５） 出願内容の説明イメージの提供(実現アイデア No.19) 

 「出願内容の説明イメージの提供」に際しては、難解な特許情報について動画を用いてわかり

やすく伝えられることが特徴となっている。 
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図 4.2.1-5 出願内容の説明イメージの提供 

 

（６） 社会全体が発明を生み出すエコシステムの実現(実現アイデア No.21) 

 「社会全体が発明を生み出すエコシステムの実現」に際しては、ブロックチェーンを活用しア

イデアの発案者から事業実施者まで、データを改ざんできない形で保持できることが特徴となっ

ている。  

  



                    

  

53 

 

 

 
図 4.2.1-6 社会全体が発明を生み出すエコシステムの実現 

 

（７） 保有知財の活用方法や価値をアピールできるサービスの提供(実現アイデア No.22) 

 「保有知財の活用方法や価値をアピールできるサービスの提供」に際しては、知財保有者が活

用視点のキーワード等を登録することで、知財活用者に活用イメージを伝えやすくなることが特

徴となっている。 
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図 4.2.1-7 保有知財の活用方法や価値をアピールできるサービスの提供 

 

４．２．２ ステークホルダ関係図（将来像） 

 ４．１で得た実現アイデアを特許情報の提供・活用に係るステークホルダ関係図に追記した。

各ステークホルダと実現アイデアの関係性を図 4.2.2-1に記す。 

ステークホルダ関係図の中でも、公的データや官が行う無償サービスの拡充が民間のステーク

ホルダから期待されていることがワークショップでは明らかになった。 

 

図 4.2.2-1 ステークホルダ関係図 
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４．２．３ 知財エコシステムの将来像に関する提案 

 ここでは、ワークショップで提案された実現アイデア（４．１）（実現手段）が知財エコシステ

ムの循環に、どのように影響を与えるかを整理する（図 4.2.3-1）。 

 知財エコシステムの循環を進めるには、まず、知財エコシステム全体に影響を与える、特許情

報に関する「分かりやすい情報の提供」、「技術調査の高度化・効率化」、「分析機能や情報の拡充」

が必要とされた。その上で、「権利化手続の簡素化」により、負担を減少させることで「知的財産

の権利化」の促進に影響を与えることが見込まれた。また、「需要の見える化/活用視点の情報の

提供」により、休眠特許も含めて活用イメージを提供することで「知的財産の活用」が、より活

発となることが想定された。このように、知財に関わる者のすそ野を広げるとともに発明のハー

ドルを下げることで、活用を見据えた研究開発を行う「知的財産の創造」が進展していくと考え

られた。 

よって、将来の知財エコシステムの円滑な循環のためには、各サイクルへ影響を与える実現手

段とともに、知財エコシステム全体に共通して影響を与える手段も並行して実現されていくこと

が期待される。 

  

 

図 4.2.3-1 知財エコシステムの将来像 
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第５章 本調査の結果概要 

本調査では、知的財産の創造、権利化、活用を円滑に進める知財エコシステムの強化のための

特許情報の普及に向けて、まず公開情報調査として、国内外における特許情報又はオープンデー

タの提供・活用事例を調査した。その上で、特許情報を提供、又は活用する企業を交えて、ワー

クショップ形式での討議を行うことで、特許情報に係る具体的な課題・要望を把握し、その結果

を踏まえて知財エコシステム強化に資する取組についてまとめた。 

 具体的には、官民データ共有に係る政策・共創活動事例の調査、及び特許情報の提供、又は活

用における課題・要望の調査の 2 つの公開情報調査を行った。官民データ共有に係る政策・共創

活動事例の調査では、まず、特許情報の提供サービスの特徴を日米欧中韓の五庁、及び WIPOで調

査・比較し、日本国特許庁の J-PlatPat は主に近傍一致検索の機能を提供しているが、他海外庁

ではグラフ表示やランキングのような簡単な分析機能やマイページ機能など豊富な機能が提供さ

れていることが分かった。次に、データ利活用の観点で国内外のオープンデータを活用した事例

を調査したところ、AI 等の先端技術を活用した事例のほか、情報の比較・可視化の技術を用いた

オープンデータ利活用の事例が複数確認された。特許情報の提供、又は活用における課題・要望

の調査では、特に特許情報の難解性や検索の難しさに起因し、利用者側の知財リテラシーの向上

や提供側のサービスの利便性の向上が求められていることが確認された。 

 公開情報調査の調査結果を検討の参考としながら、特許情報の官民データ共有のあり方に係る

課題・要望の具体化、及び様々な観点からの実現方法の検討を行うべく、特許情報の提供・活用

に係るステークホルダを集めたワークショップを２回開催した。第１回ワークショップでは知財

の現状課題と望ましい将来像を検討した。その結果、知財エコシステムの循環を促進するには活

用方法をあらかじめ見据えた上で知的財産の創造・権利化を進める方針に転換していくことが重

要であるという意見や、AI 技術による発明創出や権利化等への対応に課題があるという意見等、

知財エコシステムの各サイクルに対して多くの意見が共有された。それらを踏まえ、第２回ワー

クショップでは必要となる実現アイデアを具体的に検討し、「自然文をインプットにした概念検索」

や「社会全体が発明を生み出すエコシステムの実現」等、22の実現アイデアが創出された。 

本調査のワークショップのように、価値観、立場の異なる特許情報の提供・活用に係るステー

クホルダを一堂に集めて平場で議論が行われるような会議はこれまでに見られず、多様な立場か

らの意見を得られる貴重な機会となったため、参加者からは大変好評で、再度このような機会を

設けて欲しいとの要望も複数挙がるほどであった。また、特許情報の官民データ共有に対しては

官が提供すべき機能は海外庁の状況や中小企業支援、民間の情報提供・分析業者の技術水準に基

づき提供されるべきだが、一方で、その提供範囲についてはステークホルダの立場や時代によっ

ても変わっていくものであるため、慎重な調査とステークホルダ間の対話が今後も不可欠という

ことも示された。 

今後も本調査のように官民のデータ共有に係る役割分担の対話が継続され、特許情報の活用が

今後拡大促進していくことで、知財エコシステムの循環の円滑化に貢献することが期待される。 

  




